
 

 

インフレスライド手続きのフローチャート 

 

 

 

請負代金額変更の請求 

【請求日】 

○様式１－１と工事打合簿を工事担当課に

提出 

※様式３の作成準備 

協議開始予定日と 

基準日の通知 

○様式２が工事担当課から送付 

工事出来高内訳書 

（様式３）の提出 
○様式３と工事打合簿を工事担当課に

提出 

工事出来形の確認 

【基準日時点】 

○現地にて工事出来形確認に立会い 

スライド額協議開始 

【開始予定日】 

スライド額決定 

変更契約締結 

工 期 末 

○様式４－１が工事担当課から送付 

※適用不可なら様式５ 

○様式４－２を工事担当課に提出 

○契約担当課で変更契約締結 

※基本的に、精算変更契約と同時 

７日以内 

１４日以内 

２ヶ月以上 

１４日以内 

適用対象工事の通知 
○工事打合簿により工事担当課から通知 


